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⑵ 法別表第２（と）項第３号に掲げる用途に供するもの 
⑶ 法別表第２（ほ）項第３号に掲げるカラオケボックスその他
これに類するもの                   

⑵ 法別表第２（ほ）項第２号に掲げる射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類するもの 

⑶ 法別表第２（ほ）項第３号に掲げるカラオケボックスその他これ
に類するもの 

⑷ 法別表第２（と）項第３号に掲げる用途に供するもの 

「 

「 

」 

」 

に 

議案第５７号 

 

渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和７年９月１７日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

渋谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１４年渋谷区

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

東京都市計画本町一

丁目・幡ヶ谷二丁目

地区地区整備計画 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された本町

一丁目・幡ヶ谷二丁目地区地区計画（令和７年渋谷区告

示第２３９号）のうち、地区整備計画が定められた区域 

別表第２東京都市計画本町二・四・五・六丁目地区特定建築物地区整備計画区域の 

  

部中                                   を 

 

 

                                      

 

 

改め、東京都市計画本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区整備計画区域の部

を次のように改める。 
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東京都
市計画
本町二
・四・
五・六
丁目地
区防災
街区整
備地区
整備計
画区域 

住
宅
地
区
Ａ 

風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関す
る法律第２条第１項各
号、第６項各号及び第
９項のいずれかに該当
する営業の用に供する
もの。ただし、この防
災街区整備地区計画の
都市計画において本地
区に建築物の用途の制
限が定められた際、現
に同法第２条第１項第
４号に係る用途に供さ
れている建築物の敷地
で、適用時における当
該用途に供する部分の
床面積の合計を超えな
い範囲で同一の用途に
引き続き供する場合は
適用しない。 

   ６０平方
メートル
。ただし
、区長が
公益上必
要な建築
物の敷地
として認
めるもの
又はこの
防災街区
整備地区
計画の都
市計画に
おいて本
地区に建
築物の敷
地面積の
最低限度
が定めら
れた際、
現に建築
物の敷地
として使
用されて
いる６０
平方メー
トル未満
の土地若
しくは現
に存する
所有権そ
の他の権
利に基づ
いて建築
物の敷地
として使
用する６
０平方メ
ートル未
満の土地
について
、その全
部を一の
敷地とし
て使用す
る場合は
、当該敷
地面積を
敷地面積
の最低限
度とする
。 

  ⑴ １３メートル。た
だし、階段室、昇降
機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これ
らに類する建築物の
屋上部分の水平投影
面積の合計が当該建
築物の建築面積の８
分の１以内の場合に
おいては、その部分
の高さは、４メート
ルまでは、当該建築
物の高さに算入しな
い。 

⑵ 中高層建築物につ
いては、次のとおり
とする。 
ア 高さが１０メー
トルを超える建築
物は、冬至日の真
太陽時による午前
８時から午後４時
までの間における
、平均地盤面から
の高さが４メート
ルの水平面に敷地
境界からの水平距
離が５メートルを
超え１０メートル
以内の範囲におい
ては４時間以上、
１０メートルを超
える範囲において
は２．５時間以上
日影となる部分を
生じさせない高さ
とする。 

イ 同一の敷地内に
２以上の建築物が
ある場合において
は、これらの建築
物を一の建築物と
みなして、アの規
定を適用する。 

ウ アの規定の適用
の緩和に関する措
置は、建築基準法
施行令第１３５条
の１２の定めによ
るものとする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
宅
地
区
Ｂ 

      ３０メートル（計画図
２に示す道路（ア）に
接する敷地に限る。）
（東京都市計画高度地
区の建築物の高さの最
高限度に係る制限の緩
和又は既存不適格建築
物等に対する適用の除
外の規定に該当する場
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合は、当該制限の緩和
又は適用の除外の規定
を適用する。）。ただ
し、階段室、昇降機塔
、装飾塔、物見塔、屋
窓その他これらに類す
る建築物の屋上部分の
水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積
の８分の１以内の場合
においては、その部分
の高さは、４メートル
までは、当該建築物の
高さに算入しない。 

 幹
線
道
路
沿
道
地
区 

⑴ 風俗営業等の規制
及び業務の適正化等
に関する法律第２条
第１項各号、第６項
各号及び第９項のい
ずれかに該当する営
業の用に供するもの
。ただし、この防災
街区整備地区計画の
都市計画において本
地区に建築物の用途
の制限が定められた
際、現に同法第２条
第１項第４号に係る
用途に供されている
建築物の敷地で、適
用時における当該用
途に供する部分の床
面積の合計を超えな
い範囲で同一の用途
に引き続き供する場
合は適用しない。 

⑵ 法別表第２（ほ）

項第２号に掲げる射

的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場

その他これらに類す

るもの 

            

 沿

道

商

業

地

区

―

① 

⑴ 風俗営業等の規制
及び業務の適正化等
に関する法律第２条
第１項各号、第６項
各号及び第９項のい
ずれかに該当する営
業の用に供するもの
。ただし、この防災
街区整備地区計画の
都市計画において本
地区に建築物の用途
の制限が定められた
際、現に同法第２条
第１項第４号に係る
用途に供されている
建築物の敷地で、適
用時における当該用

   ６０平方
メートル
。ただし
、区長が
公益上必
要な建築
物の敷地
として認
めるもの
又はこの
防災街区
整備地区
計画の都
市計画に
おいて本
地区に建
築物の敷

  ⑴ １６メートル。た
だし、階段室、昇降
機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これ
らに類する建築物の
屋上部分の水平投影
面積の合計が当該建
築物の建築面積の８
分の１以内の場合に
おいては、その部分
の高さは、４メート
ルまでは、当該建築
物の高さに算入しな
い。 

⑵ 中高層建築物につ
いては、次のとおり
とする。 
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途に供する部分の床
面積の合計を超えな
い範囲で同一の用途
に引き続き供する場
合は適用しない。 

⑵ 法別表第２（ほ）
項第２号に掲げる射
的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場
その他これらに類す
るもの 

⑶ 法別表第２（ほ）
項第３号に掲げるカ
ラオケボックスその
他これに類するもの 

⑷ 法別表第２（と）
項第３号に掲げる用
途に供するもの 

地面積の
最低限度
が定めら
れた際、
現に建築
物の敷地
として使
用されて
いる６０
平方メー
トル未満
の土地若
しくは現
に存する
所有権そ
の他の権
利に基づ
いて建築
物の敷地
として使
用する６
０平方メ
ートル未
満の土地
について
、その全
部を一の
敷地とし
て使用す
る場合は
、当該敷
地面積を
敷地面積
の最低限
度とする
。 

ア 高さが１０メー
トルを超える建築
物は、冬至日の真
太陽時による午前
８時から午後４時
までの間における
平均地盤面からの
高さが４メートル
の水平面に敷地境
界からの水平距離
が５メートルを超
え１０メートル以
内の範囲において
は５時間以上、１
０メートルを超え
る範囲においては
３時間以上日影と
なる部分を生じさ
せない高さとする
。 

イ 同一の敷地内に
２以上の建築物が
ある場合において
は、これらの建築
物を一の建築物と
みなして、アの規
定を適用する。 

ウ アの規定の適用
の緩和に関する措
置は、建築基準法
施行令第１３５条
の１２の定めによ
るものとする。 

 沿

道

商

業

地

区

―

② 

⑴ 風俗営業等の規制
及び業務の適正化等
に関する法律第２条
第１項各号、第６項
各号及び第９項のい
ずれかに該当する営
業の用に供するもの
。ただし、この防災
街区整備地区計画の
都市計画において本
地区に建築物の用途
の制限が定められた
際、現に同法第２条
第１項第４号に係る
用途に供されている
建築物の敷地で、適
用時における当該用
途に供する部分の床
面積の合計を超えな
い範囲で同一の用途
に引き続き供する場 

 合は適用しない。 

⑵ 法別表第２（ほ）
項第２号に掲げる射
的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場

     ３０メートル（計画図
２に示す道路（ア）に
接する敷地に限る。）
（東京都市計画高度地
区の建築物の高さの最
高限度に係る制限の緩
和又は既存不適格建築
物等に対する適用の除
外の規定に該当する場
合は、当該制限の緩和
又は適用の除外の規定
を適用する。）。ただ
し、階段室、昇降機塔
、装飾塔、物見塔、屋
窓その他これらに類す
る建築物の屋上部分の
水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積
の８分の１以内の場合
においては、その部分
の高さは、４メートル
までは、当該建築物の
高さに算入しない。 

     

 水

道

道

１０分
の３０
。ただ

    建築物の壁
又はこれに
代わる柱の

３０メートル（東京都
市計画高度地区の建築
物の高さの最高限度に
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路

沿

道

地

区 

その他これらに類す
るもの 

⑶ 法別表第２（ほ）
項第３号に掲げるカ
ラオケボックスその
他これに類するもの 

し、法
第５９
条の２
第１項
の規定
による
特定行
政庁の
許可を
受けた
建築物
につい
ては、
この限
りでな
い。 

面は、計画
図３に示す
２号壁面を
越えて建築
してはなら
ない。ただ
し、地盤面
下の部分及
び区長が敷
地の形態上
やむを得な
いと特に認
めた場合は
、この限り
でない。 

係る制限の緩和又は既
存不適格建築物等に対
する適用の除外の規定
に該当する場合は、当
該制限の緩和又は適用
の除外の規定を適用す
る。）。ただし、階段
室、昇降機塔、装飾塔
、物見塔、屋窓その他
これらに類する建築物
の屋上部分の水平投影
面積の合計が当該建築
物の建築面積の８分の
１以内の場合において
は、その部分の高さは
、４メートルまでは、
当該建築物の高さに算
入しない。                

 別表第２に次のように加える。 
                
東京都

市計画

本町一

丁目・

幡ヶ谷

二丁目

地区地

区整備

計画区

域 

Ａ地

区（

住宅

地区

） 

 

 

 

 

⑴ 風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第６項

各号及び第

９項のいず

れかに該当

する営業の

用に供する

もの 

⑵ 法別表第
２（ほ）項
第２号に掲
げる射的場
、勝馬投票
券発売所、
場外車券売
場その他こ
れらに類す
るもの 

   ６０平方
メートル
。ただし
、区長が
公益上必
要な建築
物の敷地
として認
めるもの
又はこの
地区計画
の都市計
画決定の
告示日に
おいて、
本地区に
建築物の
敷地面積
の最低限
度が定め 

  ３０メートル（計画図２に
示す道路（ア）に接する敷
地に限る。）（東京都市計
画高度地区の建築物の高さ
の最高限度に係る制限の緩
和又は既存不適格建築物等
に対する適用の除外の規定
に該当する場合は、当該制
限の緩和又は適用の除外の
規定を適用する。）。ただ
し、階段室、昇降機塔、装
飾塔、物見塔、屋窓その他
これらに類する建築物の屋
上部分の水平投影面積の合
計が当該建築物の建築面積
の８分の１以内の場合にお
いては、その部分の高さは
、４メートルまでは、当該
建築物の高さに算入しない
。 

     

 

Ｂ地

区（

沿道

商業

地区

） 

          

Ｃ地

区（

水道

道路

沿道

地区

） 

１０分の
３０。た
だし、法
第５９条
の２第１
項の規定
による特
定行政庁
の許可を
受けた建
築物につ
いては、
この限り
でない。 

  られた際
、現に建
築物の敷
地として
使用され
ている６
０平方メ
ートル未
満の土地
又は現に
存する所
有権その
他の権利
に基づい
て建築物
の敷地と
して使用
する６０

 建築物の
壁又はこ
れに代わ
る柱の面
は、計画
図３に示
す１号壁
面を越え
て建築し
てはなら
ない。た
だし、地
盤面下の
部分及び
区長が敷
地の形態
上やむを
得ないと

３０メートル（東京都市計
画高度地区の建築物の高さ
の最高限度に係る制限の緩
和又は既存不適格建築物等
に対する適用の除外の規定
に該当する場合は、当該制
限の緩和又は適用の除外の
規定を適用する。）。ただ
し、階段室、昇降機塔、装
飾塔、物見塔、屋窓その他
これらに類する建築物の屋
上部分の水平投影面積の合
計が当該建築物の建築面積
の８分の１以内の場合にお
いては、その部分の高さは
、４メートルまでは、当該
建築物の高さに算入しない
。 
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 Ｄ地

区（

東京

オペ

ラシ

ティ

周辺

地区

） 

１０分の
４０。た
だし、法
第５９条
の２第１
項の規定
による特
定行政庁
の許可を
受けた建
築物につ
いては、
この限り
でない。 

  平方メー
トル未満
の土地に
ついて、
その全部
を一の敷
地として
使用する
場合は、
当該敷地
面積を敷
地面積の
最低限度
とする。 

 特に認め
た場合は
、この限
りでない
。 

４０メートル（東京都市計
画高度地区の建築物の高さ
の最高限度に係る制限の緩
和又は既存不適格建築物等
に対する適用の除外の規定
に該当する場合は、当該制
限の緩和又は適用の除外の
規定を適用する。）。ただ
し、階段室、昇降機塔、装
飾塔、物見塔、屋窓その他
これらに類する建築物の屋
上部分の水平投影面積の合
計が当該建築物の建築面積
の８分の１以内の場合にお
いては、その部分の高さは
、４メートルまでは、当該
建築物の高さに算入しない
。 

     

               

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（説明） 

東京都市計画地区計画本町一丁目・幡ヶ谷二丁目地区地区計画の都市計画の決定等

に伴い、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する。 


